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第３章　計画の基本理念と基本目標

　１．基本理念

　本市は、「笑顔が輝き　夢と魅力あふれる　未来創造都市」の実現を目指し、総合的か

つ計画的な市政運営の基本指針として大分市総合計画を策定しています。

　この計画では、大分市総合計画の趣旨に基づいて高齢者福祉・介護保険施策を総合的に

推進するため、下記の基本理念をもとに基本目標を定めます。

【基本理念】

　　　健やかでいきいきと 暮らせる 
　　　　　　　　　　あたたかさあふれる まちづくり

　市民一人ひとりが、人権を尊重し、互いに認め合い、だれもが住み慣れた地域

で生きがいを持って、健やかでいきいきと安心して暮らしていける地域社会をつ

くります。

　また、高齢者が、可能な限り住み慣れた地域でその有する能力に応じて、自立

した日常生活を営むことができるよう、医療、介護、介護予防、住まい及び自立

した日常生活の支援が包括的に確保される「地域包括ケアシステム」の構築、推

進に努めます。
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　「地域包括ケアシステム」の構築・推進

　団塊の世代が後期高齢者（75歳以上）となる令和７年度（2025年度）には、全国の後

期高齢者人口が2,000万人を超えるといわれています。

　本市の後期高齢者人口は、令和２年（2020年）９月末現在63,104人ですが、令和７

年度には、81,457人と２万人近い増加が見込まれています。

　少子高齢化が進み、ひとり暮らし高齢者や高齢者のみの世帯、さらには認知症を患う高

齢者が増加する中、高齢者が住み慣れた地域で安心して暮らすことができる社会の実現に

向け、医療や介護の専門職、地域住民、そして行政が情報を共有し、連携・協力しながら

高齢者の生活を地域ぐるみで支える「地域包括ケアシステム」のさらなる深化・推進が必

要です。

　さらに、支え手・受け手という関係をこえて地域の住民や多様な主体が参画し、人と

人、人と資源が世代や分野をこえてつながり、住民の暮らしと生きがいをともにつくって

いく「地域共生社会」の実現に向けて、障がい・子育て・生活困窮など他の制度・分野と

の連携を強化することも重要です。

医療・介護の連携

医療

介護
住まい

生活支援・介護予防

病院・かかりつけ医
歯科医・薬局

病院・かかりつけ医
歯科医・薬局

地域包括
支援センター
地域包括
支援センター

居宅介護支援事業所（ケアマネジャー）居宅介護支援事業所（ケアマネジャー）

大分あんしんみまもり
ネットワーク
大分あんしんみまもり
ネットワーク

高齢者ファミリー・
サポート・センター事業
高齢者ファミリー・
サポート・センター事業

生活支援コーディ
ネーター・協議体
生活支援コーディ
ネーター・協議体

認知症初期集中
支援チーム
認知症初期集中
支援チーム

認知症サポーター認知症サポーター

認知症カフェ認知症カフェ

通院・入院通院・入院 通所・入所通所・入所

○高齢者の相談業務や
　サービスのコーディ
　ネートを行う

○高齢者の相談業務や
　サービスのコーディ
　ネートを行う 自宅など

住み慣れた住まい
自宅など

住み慣れた住まい

○地域の支え合い・助け合い
・民生委員・児童委員等
・老人クラブ ・地域ふれあいサロン
・健康づくり運動教室
・地域住民・団体等
・長寿応援バス事業  など

○地域の支え合い・助け合い
・民生委員・児童委員等
・老人クラブ ・地域ふれあいサロン
・健康づくり運動教室
・地域住民・団体等
・長寿応援バス事業  など

○在宅系サービス
○施設サービス
○地域密着型サービス

○在宅系サービス
○施設サービス
○地域密着型サービス

健やかでいきいきと  暮らせる  あたたかさあふれるまちづくり

地域共生社会の実現に向けて障がい・子育て・生活困窮など他分野とも連携
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　２．基本目標

　　自立した生活を継続するための支援、介護予防・重度化防止の推進

　高齢者の生活機能を維持し、悪化を防止するため、運動機能の維持に努めるなど、自立

した生活を送ることができるよう、普及啓発や通いの場の充実、多職種による連携等を図

り自立支援、介護予防・重度化防止の取り組みを推進します。

　　尊厳ある暮らしを続けるための支援体制の推進

　認知症の人を地域で支えるため、容態の変化に応じて、適時・適切に切れ目なく保健・

医療・福祉サービスが提供される仕組みが構築されるよう推進します。

　　いつまでも安心して暮らせるための福祉の充実

　日常生活上の支援が必要な高齢者が地域で安心して暮らせるために、高齢者に対する在

宅介護や施設介護などの福祉サービスを充実します。

　　健やかに生活できるための生きがいづくりの支援

　レクリエーション、趣味、就労、ボランティア活動などを通じて、積極的に地域社会と

関わりをもつための生きがいづくりの支援体制を推進します。
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自立した生活を継続

するための支援、介

護予防・重度化防止

の推進

尊厳ある暮らしを続

けるための支援体制

の推進

いつまでも安心して

暮らせるための福祉

の充実

健やかに生活できる

ための生きがいづく

りの支援

社会参加活動の促進

生きがいづくり対策

生活支援の体制整備

高齢者福祉サービスの充実

介護保険サービスの体制整備

高齢者の施設・住まいの基盤整備

介護職をはじめとする人材の確保

災害や感染症対策に係る体制整備

普及啓発・本人発信支援

認知症への備え・医療・ケア・
介護サービス・介護者への支援

若年性認知症への支援・社会参加支援

認知症バリアフリーの推進

高齢者の尊厳を守る施策の強化

健康の保持増進

自立支援・介護予防に関する普及

啓発、重度化防止の推進

在宅医療・介護連携の推進

地域ケア会議の推進
地
域
包
括
ケ
ア
シ
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テ
ム
の
構
築
・
推
進

基本理念 基本目標 施策の展開
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